
７．１２．２４ 
杉並区教育委員会 

教職員の懲戒処分について 

  

本日、東京都より、地方公務員法に基づき、区立学校に勤務していた教職員（都雇用）の

懲戒処分が公表されましたのでお知らせします。 

 

１ 被処分教員  

（１） 氏 名  川越 優一 

（２） 学校名  杉並区立荻窪小学校 

（３） 職 名  教諭 

（４） 年 齢  ２９歳 

（５） 性 別  男 

 

２ 処分の程度 

  懲戒免職 

 

３ 発令年月日 

  令和７年１２月２４日 

 

４ 処分理由 

  令和６年９月１９日、都内において、不特定の者に対して、わいせつな動画２点を販

売した。 

 

５ 区の対応   

・学校から一斉メール配信システムにより、処分公表の内容や今後の学校の対応とお詫

びについて保護者へ連絡を行う。 

・生徒の心のケアなどを丁寧に行う。 

・教育委員会として、服務規律の一層の確保と、綱紀粛正の徹底を図る。 

 

 

【渋谷正宏教育長のコメント】 

教育委員会を挙げて不祥事の防止に取り組んでいる中、区立学校に勤務する教員が、懲戒

免職に至るこのような不法行為を行い、学校教育に対する信頼を損ねたことは、遺憾の極み

であり、改めて区民の皆さまに心よりお詫び申し上げます。 

引き続き教職員の服務規律遵守と綱紀粛正をさせ、児童、保護者の皆さまの信頼回復に全

力を挙げて取り組んでまいります。 

 

 

【問い合わせ先】 

  教育人事・指導課  ＴＥＬ ０３－３３１２－２１１１（内線１６５１） 


